
建設省告示第1206号　別表

別添：1　別表３-２工事監理等／（２）工事の契約及び指導監督

（２）工事の契約及び指導監督

1:工事請負契約への協力

（i）施工者の選定についての助言

（ii）請負契約条件についての助言

（iii）工事費見積りのための説明

（iv）見積書の調査

（v）請負契約案の作成

（vi）工事監理者としての調印

2:工事費支払審査及び承諾を行う業務

（i）中間支払手続（施工者から提出される工事費支払の請求書の審査及び承諾）

（ii）最終支払手続（工事完了検査による確認に基づく施工者からの最終支払の請求の承諾）

3:施工計画を検討し、助言する業務


